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佐野市市民課窓口業務委託プロポーザル実施説明書 

 

１ 業務の内容 

（１）業務名    

佐野市市民課窓口業務委託 

（２）業務の目的  

市民課窓口業務において、民間事業者の専門的知識、技術、経験及び人材育成力を活かし、

業務の最適化を図りながら、効率的かつ効果的に運営することにより、市民満足度の高い窓口

サービスの実現を図ることを目的とします。 

（３）業務内容   

別紙「佐野市市民課窓口業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）を参照してくださ

い。 

（４）履行場所   

佐野市役所１階市民課及び当該フロア周辺 

（５）履行期間   

契約締結日から令和１１年９月３０日までとします。 

ただし、契約締結日から令和８年９月３０日までは準備期間とします。 

（６）提案限度価格 ３２６，８０９千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもので

す。ただし、見積書を提出する際は、提案限度価格を超えることはできません。 

（７）業務実施上の条件 

①  本業務を遂行するに当たり、必要とされる関係法令（法律、政令、条例、規則、規程等）

を遵守するものとします。 

②  委託業務に支障が生じぬよう、自らの費用負担により体制を整備するとともに、常にこれ

に対処できるよう十分な人員（責任者等）を配置するものとします。 

③  その他業務に必要な事項は、仕様書によるものとします。 

 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合も含む。）の規定に該当するものでないこと。 

（２）佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３）令和７・８年度佐野市物品等競争入札参加資格者名簿で、「大分類Ｕ（その他の役務の提

供）」のうち「小分類１（人材派遣・研修）」又は「小分類８（その他の役務の提供）」に登録

されている者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続き開始の申し立てがなされ

ていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号)の規定により再生手続開始の

申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画または民事再生法の

規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 
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（５）以下のいずれかの認証を公告日時点において取得していること。 

①プライバシーマーク 

②ＩＳＯ／ＩＥＣ27001 又はＪＩＳ Ｑ 27001 

 

３ 選定スケジュール 

実施内容 実施時期（令和８年度） 

実施手続き開始の公告、説明書の交付 ４月１７日（金） 

質問受付  ４月１７日（金）～４月３０日（木） 

参加表明書の提出期限  ４月３０日（木） 

質問回答(予定) ５月１５日（金） 

提案資格確認結果及び提案書の提出要請の

通知(予定) 
５月１５日（金） 

提案書の提出期限  ６月１２日（金） 

プレゼンテーション及び質疑応答(予定) ６月下旬 

特定・非特定通知書の通知  ７月中旬 

契約締結 ８月上旬 

 

４ 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

（１）参加表明書の作成様式 

①  参加表明書（別記様式第１号） 

②  参加資格要件確認表（別記様式第２号） 

③  提案企業概要調書（別記様式第３号） 

④ 公告日以降に発行された直前一年間の国税（消費税も含む）及び地方税の納税証明書   

（写しも可） 

所得税又は、法人税、法人市民税、固定資産税、法人事業税、消費税及び地方消費税のほ

か、義務付けられている租税を滞納していないことがわかるものをお願いします。 

※複数税目を 1つの証明書にまとめることができるものは 1通でも構いません。 

（２）記載上の留意事項 

①  各様式に記載している事項に注意し、必要に応じ指示する資料を添付してください。 

②  実績については、過去５年以内の同種または類似の業務実績を記入してください。 

（３）問合せ先（担当課） 

〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

佐野市市民生活部市民課届出証明係（担当 中静、鳥谷、早川） 

TEL 0283-20-3016(直通) 

FAX 0283-20-8160 

e-mail：shiminka@city.sano.lg.jp 

※参加表明に関する質問については、電子メールによりお問い合わせください。 

 

mailto:shiminka@city.sano.lg.jp
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５ 参加表明書の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 令和８年４月３０日(木)午後５時１５分まで（必着） 

（２）提出場所 ４(３)に同じ 

（３）提出方法 持参または郵送とする。郵送で提出する場合は、「書留」、「簡易書留」、「配達記

録」のいずれかの方法によるものとし、メール便は不可とします。持参による場

合は、「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「休日」という)を除

く、午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してください。 

（４）提出部数 提出部数は、参加表明書、参加資格要件確認表及び納税証明書は正１部、提案企

業概要調書は正１部・副１５部とします。なお、貸借対照表、損益計算書、利益

処分計算書、過去に契約した地方公共団体との契約書の頭紙の写しと業務内容が

分かる仕様書等の写しを、正に１部添付してください。 

  

６ 提案書の提出を選定するための基準 

提案書の提出を選定するための評価事項は次のとおりです。なお、資格要件については、全て

満たす場合に資格ありとし、提案書の評価には加点しません。満たさないものがある場合は選定

しません。 

評価要件 評 価 事 項 

１資格要件 当該業務において設定された提案書の提出者に要求され

る資格要件を満たしているか否か 

２企業の特徴、経営状況 
当該業務に取り組む姿勢、強み等があるか 

当該業務に取り組むことが可能な経営状況にあるか 

３同種又は類似業務の実績 設定した業務分野に対して実績があるか 

 

７ 提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たす者であるかを確認し、その

結果を次のとおり通知します。 

（１） 確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案書の提出者に選

定された旨とプロポーザル参加要請を書面により通知します。 

（２） 提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書面により

通知します。 

（３） 上記（２）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面により、非選定理由について説明を求めることができます。なお、説明請

求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

①  受付場所 ４（３）に同じ 

②  受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（休日を除く。） 

（４） 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休日を含ま

ない。）以内に書面により行います。 

（５） 参加表明書提出後、参加を辞退するときは、辞退届を提出してください。また、提出期限

までに提案書の提出がない場合については、参加を辞退したものとみなします。 
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８ 提案書の作成様式、記載上の留意事項及びその問合せ先 

（１）提案書（別記様式第４号） 

表紙、目次及びページ番号を付すほか、別紙仕様書に基づき、次に掲げる事項に対して提案

書を作成してください。 

①  業務実績、理解度 

（任意様式：Ａ４版）表紙目次を除く１０ページ以内 

別紙仕様書に記載する業務を遂行するための具体的な手法等を記載してください。「業

務の目的」達成のために必要な事項について、追加提案も可能とします。 

②  業務従事者の配置に対する提案 

     （任意様式：Ａ４版）５ページ以内 

本業務における「業務従事者の配置計画」は、市民サービスの質と直結する極めて重要

な要素であるため、以下の観点から具体的に記載してください。 

（ⅰ）効率的かつ安定的な人員配置計画 

市が提示する業務量に対し、窓口の待ち時間短縮とコストの最適化を両立させた配置

計画を提示してください。提案にあたっては、フルタイム及びパートタイム従業員の

構成、及び年間・月間等の「総投入労働時間（人・時）」を明記し、適正なローテーシ

ョン案を示してください。 

（ⅱ）業務変動への柔軟な対応力（マルチタスク化） 

繁忙期、欠員発生時、及び将来的な開庁時間の変更等に柔軟に対応できる体制を提案

してください。特に、所属する班の枠組みを越えて相互に応援が行える「マルチタス

ク化」に向けた具体的な教育・研修計画や、限られた人員で最大限のパフォーマンス

を発揮するための組織管理手法について、具体策を記載してください。  

③  リスク対策に対する提案 

     （任意様式：Ａ４版）３ページ以内 

    偽装請負防止、個人情報保護の取組等について具体的な手法等を記載してください。 

④  特定テーマに対する提案 

（任意様式：Ａ４版）３ページ以内 

市民サービス向上に対する取組について具体的な手法等を記載してください。 

⑤  スケジュール案（任意様式：Ａ４版）２ページ以内 

本業務スケジュール案を、準備期間も含め提示してください。 

⑥  業務の見積書及び見積内訳書（任意様式） 

本業務に係る見積書を次のとおり項目ごとに内訳も含めて作成してください。ただし、

提案限度額を超えることはできません。 

【１】契約締結日から令和８年９月３０日までの準備期間の分 

【２】令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までの分 

【３】令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの分 

【４】令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日までの分 

【５】令和１１年４月１日から同年９月３０日までの分 
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※見積書作成上の注意 

（ⅰ） 見積額の算定にあたっては、将来（契約期間中）の労務費や物価変動等の諸情勢を

勘案した適切な価格を年度ごとに提示してください。 

また、人件費については年度ごとに上昇率を明確に記載してください。 

（ⅱ） 見積内訳書には、年度ごとに平日・延長窓口・日曜開庁等の区分ごとに、積算の基

礎となる「時間当たりの単価」または「業務単価」を明記してください。 

（２）記載上の留意事項 

①  各様式に記載している事項に注意し、必要に応じ指示する資料を添付してください。 

②  実績については、過去５年以内の同種または類似の業務実績を記入してください。 

③ 当該業務の評価項目に照らし、提案書は可能な限り簡素でわかりやすいものとし、頁数の 

制限等を守ってください。 

  ④ 見積書等は事業を運営する上で必要となる、人件費・消耗品費等、支出内容が判断できる 

情報を具体的に示してください。 

⑤  提案書の匿名化 

本プロポーザルにおいては、評価の公平性および客観性を確保するため、提案書におい

て、提案事業者を特定できる情報の記載および表現を禁止します。 

具体的には、以下の事項に留意してください。 

ア.提案書には、会社名、ロゴ、所在地、代表者名その他事業者を特定できる情報を記載

しないでください。 

イ.提案内容から特定の事業者が推測されるおそれがある場合は、表現を工夫してくださ

い。 

（３）問合せ先 ４（３）に同じ 

 

９ 提案書の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 令和８年６月１２日（金）午後５時１５分まで（必着） 

（２）提出場所 ４(３)に同じ 

（３）提出方法 持参とし、その他の方法による提出は一切認めません。なお、提出後の差し替

え、追加はできないものとします。 

（４）提出部数 提案書等の提出部数は、８（１）の①から⑥までを正１部、副１５部としま

す。なお、別記様式第４号及び添付書類は、正に１部添付してください。 

また、任意様式については「Ａ４版」横書き上綴じを基本とし、図表等を使用

する場合において、Ａ４版２枚分として「Ａ３版」を使用するときには、折り綴

じてください。 

（５） 提案書等の作成及び提出上の留意事項 

①  提出された提案書等は、提案者に無断で使用しません。ただし、候補者の選定を行う作業

に必要な範囲においては複製します。 

②  提出された提案書等は、提出後において内容の変更は認めません。 
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10 説明書及び仕様書等に対する質問の受付期間、提出方法、提出場所及びその回答方法 

（１）質問の内容 

質問の内容は、本説明書及び仕様書の内容及び提案書の作成に係るもの等とし、評価及び審

査に係る質問は一切受け付けません。 

（２）受付期間 

公告の日から令和８年４月３０日（木）午後５時１５分まで（必着） 

（３）提出方法 

①  質問・質問回答書（別記様式第５号）を用いてください。 

② 持参又は郵送、ＦＡＸもしくは電子メールにより提出するものとし、電子メール以外の方 

法で提出した場合は、同内容を電子メールに添付して送付してください。 

  ③ 持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してくださ 

い。 

④  電話による問合せは受け付けしません。 

（４）受付場所 ４(３)に同じ 

（５）回答方法 

回答は、令和８年５月１５日（金）までに、市ホームページに掲載予定です。 

 

11 プレゼンテーション及び質疑応答 

（１）日時  令和８年６月下旬（予定） 

※詳細な日時等については、「提案書の提出者の選定等通知」により連絡します。 

（２）場所  佐野市役所会議室（予定） 

（３）実施方法 

①  プレゼンテーションは２０分、質疑応答は１０分、合計３０分を目安とします。 

②  プレゼンテーションは非公開とします。 

③ プレゼンテーションの実施方法は、自由形式とし、電子機器を利用して行うことは可とし 

ます。（必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは本市が用意します。その他パソ 

コン等は各自持参してください。） 

  ④ プレゼンテーション実施の際に、提案書提出時に提出していない新たな資料を提出するこ 

とはできないものとします。 

  ⑤ プレゼンテーションの参加者は、現場の統括責任予定者を含む業務主任者及び機器操作者 

を含む５名までとし、プレゼンテーション審査説明員一覧（別記様式第６号）により参加者 

の役職及び氏名を提案書提出時に届け出るものとします。 

⑥  プレゼンテーション当日に、指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退したものとみな

します。 

⑦  プレゼンテーションにおける匿名化 

ア．プレゼンテーションは、事業者名を伏せた状態で実施します。 

イ．説明時においても、会社名や固有名詞の発言を禁止します。 

ウ．質疑応答においても、事業者を特定する質問および回答は行わないものとします。 
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12 提案書を特定するための基準 

提案書を特定するための評価基準は次のとおりです。 

評価項目 評 価 の 視 点 配点 

１業務実績、理解度 
受託経験により業務に精通し、事例が蓄積されているか １０ 

自治体の窓口業務の委託について企業として認識が深いか ５ 

２業務体制 

事前準備期間の業務が具体的かつ有効であるか ５ 

業務を行う上で適切かつ十分な業務従事者が配置されるか １０ 

継続的な安定雇用に対する取り組みを行っているか ５ 

業務従事者のスキル維持、向上のための取り組みを行って

いるか 
５ 

３リスク対策 

偽装請負を防止するための体制が整っているか １０ 

個人情報漏洩の防止策が有効かつ適当か １０ 

苦情への対応方法や防止策が考えられているか ５ 

システム障害や自然災害等の重大事故への対応が確立され

ているか 
５ 

４特定テーマ 市民サービス向上に向けた取組について １０ 

５プレゼンテーショ

ン 

説明に説得力があるか ５ 

質疑応答等が的確で、論理的か ５ 

６コスト 

見積金額及び積算内訳から次のとおり算出する 

評価点＝配点×（提案者の中の最低提案事業費）÷（当該

提案者の提案事業費） 

１０ 

合     計 １００ 

 

13 提案書の特定及び非特定に関する事項 

提案書、プレゼンテーション等により提案内容を評価し、その結果を次のとおり通知します｡ 

（１）提出された提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を書面により通知     

します。 

（２）提出された提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書面により通知

します。 

（３）上記（２）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面により、市長に対して非特定理由について説明を求めることができます。

なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

①  受付場所 ４（３）に同じ 

②  受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（休日を除く） 

（４）上記（３）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休日を

含まない。）以内に書面により行います。 
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14 契約等に関する事項 

（１）契約候補者の特定 

本プロポーザルにおいて特定した最優秀者を、本業務委託契約に係る随意契約の相手方とし

て特定するとともに、業務の仕様内容を協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規則に

定める手続きにより契約を締結します。 

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積徴取及び業務委託契約が締結できない場

合には、次点者を契約の相手方として再特定するものとします。 

① 最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に該当することとなったとき。 

② 最優秀者が、本市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき。 

③ 最優秀者が、特定後に本説明書に掲げる失格事項に該当して失格となったとき。 

④ 最優秀者との協議の結果、契約締結ができなかったとき。 

⑤ 最優秀者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

⑥ その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき。 

（２）委託契約金額 

委託契約金額は、特定された提案内容・見積額を基に細部について、本市と打合せを行い、

予算の範囲内で受注業務内容及び契約金額を決定します。 

また、支払いは毎月完了払いとし、契約保証金は免除とします。 

 

15 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び提案書等を無効

とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととします。 

（１）提案書等が提出期限までに提出されない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）本説明書２に定める資格要件を満たしていない、もしくは満たすことができなくなった場合 

（４）その他本説明書の定めに反した場合 

（５）本件に関して不正あるいは公平さを欠く行為等があった場合 

 

16 その他の留意事項 

（１）本プロポーザルに係る提案内容の評価及び契約候補者の特定は、「佐野市市民課窓口業務委

託評価委員会」において行います。 

（２）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び提案書の提出者に選定された旨の通知を受け

なかった者は、提案書を提出することができないものとします。 

（３）参加表明書及び提案書の作成及び提出等に関する費用は、提出者の負担とします。 

（４）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を無効とするとと

もに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあります。 

（５）提出された提案書等は返却しません。 

（６）本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとします。公表する内容は、プロポーザル

参加者名、特定された者の名称及び住所、総合評価点とします。 

（７）提案書に記載した予定技術者は、病気、死亡、退職等のきわめて特別な場合を除き、変更で
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きないものとします。 

（８）見積額の算定にあたっては、将来（契約期間中）の労務費や物価変動等の諸情勢を勘案した

適切な価格を年度ごとに提示してください。 

（９）業務内容に変更が生じた場合の委託料の増減額については、契約締結時に提出された見積内

訳（単価）を基礎として、精算することに同意するものとします。 

（10）労務費の上昇、経済情勢の変動等による費用の増加については、原則として受託者の経営努

力により対応するものとし、市側の事由によらない委託料の増額請求は協議の上、決定しま

す。受託者は、これら一切のリスクを考慮した上で、見積金額を提示するものとします。 

 


